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環
境
事
業
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

目
的
の
改
正

環
境
事
業
団
（
以
下
「
事
業
団
」
と
い
う
。
）
の
業
務
の
見
直
し
に
伴
い
、
目
的
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

（
第
一
条
関
係
）

第
二

業
務
の
追
加
及
び
廃
止

一

事
業
団
の
業
務
と
し
て
新
た
に
次
の
業
務
を
定
め
る
こ
と
。
（
第
十
八
条
第
一
項
関
係
）

１

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
を
設
置
し
、
及
び
譲
渡
す
る
業
務
の
対
象
に
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
処
理
施
設
を

追
加
す
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

２

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
広
域
的
か
つ
適
正
な
処
理
を
図
る
た
め
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
処
理

並
び
に
当
該
処
理
を
行
う
た
め
の
施
設
の
設
置
及
び
改
良
、
維
持
そ
の
他
の
管
理
を
行
う
こ
と
。
（
以
下
「
処
理
業
務

」
と
い
う
。
）

３

環
境
大
臣
が
指
定
す
る
者
に
対
し
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
速
や
か
な
処
理
を
図
る
た
め
、
そ
の
処
理
に

要
す
る
費
用
に
つ
き
助
成
を
行
う
こ
と
。
（
以
下
「
処
理
助
成
業
務
」
と
い
う
。
）
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二

事
業
団
の
業
務
の
う
ち
、
自
然
公
園
の
健
全
な
利
用
等
に
資
す
る
複
合
公
園
施
設
を
設
置
し
、
及
び
譲
渡
す
る
業
務
を

廃
止
す
る
こ
と
。
（
第
十
八
条
第
一
項
関
係
）

第
三

財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
規
定
の
整
備

一

事
業
団
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
ご
と
に
経
理
を
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
勘
定
を
設
け
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

（
第
二
十
五
条
第
一
項
関
係
）

１

処
理
業
務
及
び
処
理
助
成
業
務
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務

２

民
間
団
体
に
よ
る
環
境
保
全
活
動
に
対
す
る
助
成
の
業
務
及
び
当
該
活
動
を
振
興
す
る
た
め
の
調
査
研
究
等
の
業
務

並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務

３

１
及
び
２
に
掲
げ
る
業
務
以
外
の
業
務

二

事
業
団
は
、
一
の
１
の
経
理
に
つ
い
て
は
、
処
理
業
務
に
係
る
も
の
と
処
理
助
成
業
務
に
係
る
も
の
と
を
区
分
し
て
整

理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
（
同
条
第
二
項
関
係
）

三

事
業
団
が
発
行
す
る
債
券
の
名
称
を
「
環
境
事
業
団
債
券
」
（
以
下
「
債
券
」
と
い
う
。
）
に
改
め
る
こ
と
。
（
第
二

十
七
条
見
出
し
及
び
第
一
項
関
係
）
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四

政
府
は
、
事
業
団
の
長
期
借
入
金
に
係
る
債
務
に
つ
い
て
保
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
（
第
二
十
八
条
関
係
）

五

事
業
団
は
、
環
境
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
債
券
の
担
保
に
供
す
る
た
め
、
そ
の
金
銭
債
権
の
一
部
を
信
託
会
社
等
に

信
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
（
第
二
十
九
条
関
係
）

六

事
業
団
は
、
環
境
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
そ
の
金
銭
債
権
の
一
部
を
信
託
会
社
等
に
信
託
し
、
当
該
信
託
の
受
益
権

を
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
（
第
三
十
条
関
係
）

七

五
及
び
六
の
場
合
、
事
業
団
は
、
信
託
の
受
託
者
か
ら
金
銭
債
権
の
回
収
に
関
す
る
業
務
等
を
受
託
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
。
（
第
三
十
一
条
関
係
）

八

事
業
団
は
、
処
理
業
務
及
び
処
理
助
成
業
務
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
に
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
処
理
基

金
を
設
け
、
九
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
補
助
金
と
当
該
基
金
に
充
て
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
政
府
及
び
都
道
府
県
以
外
の

者
か
ら
出
え
ん
さ
れ
た
金
額
の
合
計
額
に
相
当
す
る
金
額
を
も
つ
て
こ
れ
に
充
て
る
こ
と
。
（
第
三
十
五
条
第
一
項
関

係
）

九

政
府
及
び
都
道
府
県
は
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
事
業
団
に
対
し
、
八
の
基
金
に
充
て
る
資
金
を
補
助
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
。
（
第
三
十
六
条
関
係
）
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第
四

そ
の
他

一

処
理
業
務
及
び
処
理
助
成
業
務
の
主
務
大
臣
を
環
境
大
臣
と
す
る
等
、
主
務
大
臣
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
。
（
第
四

十
四
条
関
係
）

二

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
五

附
則

一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

二

罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
。

三

処
理
業
務
及
び
処
理
助
成
業
務
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
廃

止
を
含
め
て
見
直
し
を
行
う
こ
と
。

四

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。


